
 

 

租税教育委嘱校運営規程  

 

 （目的） 

  第１条   この規程は、宮崎県租税教育推進中央協議会会則第６

      条（１）の租税教育委嘱校（以下「委嘱校」という。）

      について必要な事項を定め、委嘱制度の体系的な構成を

      整備し、かつ委嘱校に関する事務関係を明確にするとと

      もに、県租推協の適切な運営を図り、もって生徒に対す

      る租税教育の推進及び充実を図ることを目的とする。  

   

 （委嘱制度の趣旨）  

  第２条   中学校の生徒に対して、国や地方公共団体の行政活動

に対する理解を深め、租税についての正しい知識を養う

とともに、遵法の精神を培うことにより、将来のより良

い宮崎県民を育成するための租税教育の実践及び研究を

委嘱することを趣旨とする。  

 

 （委嘱校の数）  

  第３条   委嘱校の数は、各地区租税教育推進協議会（以下「各

      地区協議会」という。）ごとに１校とする。  

 

 （委嘱校の期間）  

  第４条   委嘱校の期間は、原則として１年とする。ただし、再

委嘱は妨げない。 

 

 （委嘱校の選定）  

  第５条   各地区協議会会長は、委嘱校の選定を行い、選定した

中学校を租税教育委嘱校推薦報告書（様式１号）により

委嘱する年度の前年度の２月末日までに、宮崎県租税教

育推進中央協議会会長（以下「中央協議会会長」とい

う。）に推薦報告しなければならない。  

 

 



 

 

 （委嘱校の決定）  

  第６条   委嘱校の決定は、中央協議会会長が行う。  

 

 （委嘱校が行う租税教育の研究等の内容）  

第７条   委嘱校は、学校教育課程において、前掲の委嘱制度の

趣旨を踏まえ、各教科の中の関連する題材を捉え、ある

いは教科以外の領域（特別活動、道徳）において、租税

の意義と役割、納税の義務等、租税について正しい知識

を養うものとする。  

２  委嘱校は、租税教育の実践体制を整備するとともに、

組織的、計画的な研究に努めるものとし、具体的には

次のような取組みを行うものとする。  

(１ ) 生徒及び教職員に対する租税教室の開催  

(２ ) 租税に関する作品の募集  

(３ ) 租税に関する事項をテーマとするアンケート調査

等の実施 

(４ ) 学校通信、学級通信等による地域への広報活動  

(５ ) 文化祭、保護者会、授業参観等の機会を利用した

租税教育発表会 

(６ )  校長・担当教諭会での実績報告  

(７ ) その他の租税教育活動  

 

 （委嘱校の実施計画書等の提出） 

  第８条   委嘱校は、租税教育研究に関する実施計画書（様式第

２号）を２部作成し、４月末日までに地区協議会会長を

経由して中央協議会会長に提出しなければならない。  

 

 （委嘱校の校長・担当教諭会）  

  第９条   校長・担当教諭会を、原則として毎年６月に開催する。  

 

 

 

 



 

 

 （委嘱校への消耗品の支給） 

  第 10 条   中央協議会会長は、委嘱校が行う租税教育の研究等に

      必要な消耗品を、予算の範囲内で購入し、委嘱校に支給

      する。  

       

 （資料等の配付）  

  第 11 条   中央協議会会長は、租税教育研究を推進するため必要

な資料の作成配付について、予算の範囲内で行わなけれ

ばならない。  

     ２  委嘱校から講師の派遣について要請があったときは、

それに応じなければならない。  

 

 （委嘱校の事業実績報告書の提出）  

  第 12 条   委嘱校は、租税教育事業を終了したときは、事業実績

報告書（様式第３号）を２部作成し、４月末日までに地

区協議会会長を経由して中央協議会会長に提出しなけれ

ばならない。  

 

  付則 

    １  この規程は、平成２２年４月１日から施行する。  

    ２  この規程は、平成２３年４月１日から施行する。  

３  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 



 

 

（様式第１号） 

 

       租  税  教  育 委 嘱  校  推  薦  報  告  書 

 

宮崎県租税教育推進中央協議会会長  殿  

 

                 地区租税教育推進協議会会長  印 

 

 

 

 

 

推  薦  校 名  

 

 

        市町村立        中学校  
 

 

 

 

 

 

所  在  地 

〒         電話番号  

 

 

ふりがな     

校  長  名  

 

 

ふりがな     

担当教諭名  

 

 

学  級  数 

 

生  徒  数 

 

月  日  

現在  

合  計  １   年 ２  年  ３   年  

学級数  生徒数  学級数  生徒数  学級数  生徒数  学級数  生徒数 

        

 

 

 

 

 推薦の理由 
 

 



 

 

（様式第２号） 

 

令和  年度  租税教育実施計画書  
 

 

 

委  嘱  校 名 

 
 

 

 

        市町村立       中学校  

 
 

所  在  地 

〒           電話番号 

ふりがな 

校  長  名 

 

 

ふりがな 

担当教諭名 
 

 

 

学  級  数 

 

生  徒  数 

 
(4 月 10 日現在）  

合  計  １   年  ２   年  ３   年 

学級数  生徒数  学級数  生徒数  学級数  生徒数  学級数  生徒数  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １  本校の教育目標  

 

 

 

 

 

   ２  本校が租税教育を通して目指すもの  

 

 

 

（注）２部作成し、４月末日までに地区協議会会長（事務局）を経由

  して中央協議会会長に提出する。  



 

 

  （その２） 

租   税   教   育   実   施   計   画  

実施月  事    項 内         容  

４月    

５月    

６月    

７月    

８月    

９月    

１０月    

１１月    

１２月    

１月    

２月    

３月    

そ の 他 

推進体制等  

 

 



 

 

（様式第３号） 

 

令和  年度  租税教育事業実績報告書  
 

委  嘱  校 名 

        市町村立        中学校 

所  在  地 

〒           電話番号 

ふりがな 

校  長  名 

 

ふりがな 

担当教諭名 

 

 

 １  租税教育の成果  

 

 

 

 ２  租税教育についての反省  

 

 

 

 ３  租税教育についての今後の課題  

 

 

 

（注）１  ６月に開催される校長・担当教諭会の資料として活用する。  

２  １年間の実績をＡ４判、１０枚程度にまとめること。  

   ３  ２部作成し、４月末日までに地区協議会会長（事務局）を

    経由して中央協議会会長に提出する。  



 

 

（その他） 

租  税  教  育  事  業  実  績  

実施年月日 事   項 内        容  

  
 
 

 

 

 

 


